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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ミ
ャ
ン
マ
ー
情
勢
並
び
に
邦
人
殺
害
事
件
に
対
す
る
同
国
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
の
外

務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

本
年
二
月
二
十
日
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
（
以
下
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
」
と
い
う
。
）
政
府
が
六
千
三
百
十
三
名
の
受
刑
者
の
釈

放
を
発
表
し
た
こ
と
に
関
連
し
、
同
年
三
月
三
日
ま
で
に
少
な
く
と
も
三
十
名
の
政
治
犯
が
釈
放
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て

い
る
。

二
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
が
す
べ
て
の
関
係
者
が
参
加
す
る
形
で
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
が
国
際
社
会
の
声
に
耳
を
傾
け
、
民
主
化
に
向
け
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
、
引

き
続
き
働
き
か
け
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
に
関
連
し
て
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
十
二
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
三
〇
五
号
）
一

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
て
以
降
、
本
年
三
月
三
日
ま
で
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か
ら
回
答
は
な
い
。

一



四
に
つ
い
て

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
民
主
化
の
進
展
が
、
長
井
健
司
氏
死
亡
事
件
の
真
相
究
明
及
び
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
返
還
実
現
に
対

し
て
い
か
な
る
影
響
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


